
 

 

「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等

の在り方に関する研究会」 
 

 

第８回 次第 

 

令和４年９月９日（金） 

1 0 : 0 0 ～ 1 2 : 0 0  

於 ： 第 １ 特 別 会 議 室  

 

 

 

１．開会 

 

２．事務局からの資料の説明 

 

３．本田技研工業株式会社からのヒアリング 

 

４．株式会社日立製作所からのヒアリング 

 

５．国土交通省航空局からのヒアリング 

 

６．意見交換 

 

７．閉会 



テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会（第８回） 

 

資 料 目 次 

 

【今後の研究会の進め方等】 

資料１－１ 令和４年 人事院勧告・報告について・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

資料１－２ 令和４年人事院勧告 別紙第３ 公務員人事管理に関する報告（抄） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

資料２ 第８回以降の開催スケジュール（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

 

【勤務間インターバル関連】 

資料３ これまでの委員の主な御意見、内閣人事局及び各職員団体からの御意見 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

資料４ 考えられる論点〔勤務間インターバル関係〕（案）・・・・・・・・・・・・23 

 

 資料５ 本田技研工業株式会社ヒアリング資料・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 

 資料６ 株式会社日立製作所ヒアリング資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

 

資料７ 国土交通省航空局ヒアリング資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 

 



1



2



3



4



5



6



7



8



【資料１-２】 
 

 

令和４年人事院勧告 別紙第３ 公務員人事管理に関する報告（抄） 

 

３ 勤務環境の整備 

(2) テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の検討 

本院では、本年１月から、学識経験者により構成する「テレワーク等の柔軟な働

き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」を開催している。研究会に

おいては、関係者からのヒアリング等を交えながら、テレワーク、フレックスタイム

制、勤務間インターバルといった検討事項について議論が行われている。これらの検

討事項のうち既存の制度であるフレックスタイム制については、論点がより明確であ

ることから、先行して議論を深めることとなり、本年７月には、フレックスタイム制

及び休憩時間制度の柔軟化を早期に実施すべきとの中間報告が取りまとめられた。 

現行のフレックスタイム制は、原則として全ての職員に適用されているが、一般

の職員については、職員が官署で共に勤務することを前提に、コアタイムや１日の最

短勤務時間数が長く設定され、職員による勤務時間の選択の幅が狭くなっている。一

方、昨今、テレワークが広がってきていることに伴い、コミュニケーションツールや

勤務時間管理システムなど、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方が可能とな

る環境が整備されてきている。 

テレワークやフレックスタイム制の活用による柔軟な働き方の推進は、職員一人

一人の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保に資するものであり、

ひいては職員のエンゲージメントを高め、公務能率の向上や多様な有為の人材確保に

つながるものである。このような観点から、執務態勢の確保、職員の健康確保等につ

いても考慮しつつ、研究会において検討がなされた結果、現行のフレックスタイム制

を柔軟化することで見解の一致が見られた。主な内容は、次のとおりである。 

① 各府省・部署の業務の状況等によって最適な柔軟化の程度が異なることを踏まえ、

次のとおり現行よりも柔軟な基本的枠組みを人事院規則で定めた上で、各府省が

その範囲内で業務の実情等に応じて府省・部署ごとに最適なパターンを内規によ

り設定可能とすることが適当である。 
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